
【虐待防止対策室関係】





○
児
童

虐
待
防

止
対

策
支
援

事
業

の
実
施

に
つ

い
て
（

平
成

1
7
年
５
月

２
日
付

け
雇

児
発
第

0
5
0
2
0
0
1
号

）
新

旧
対
照

表
 

 

新
 

旧
 

 
児

童
虐
待

防
止

対
策

支
援

事
業
実

施
要
綱
 

 第
１

 
目
的
 

（
略

）
 

 第
２

 
実
施
主
体
 

 
 
 

本
事
業

の
実
施

主
体
は

、
都

道
府
県

、
指
定

都
市
、

児
童
相
談
所
設
置
市

（
児
童
相

談
所

を
設
置
す
る
特

別
区

を
含

む
。
）
（
以

下
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

た
だ
し

、
第
３

に
定
め

る
事
業

の
う

ち
、
１

（
２
）

⑥
（
イ

及
び
ウ
を
除

く
。
）

及
び

⑦
、

３
（

２
）

①
、
１

３
、
１

５
並

び
に
１

７
に
つ
い
て
は

、
都
道
府
県
等
及
び

市
町

村
と
し

、
３
（

２
）
②

に
つ
い

て
は

、
都
道

府
県
及

び
指
定
都
市

と
し
、

１
（
２

）
⑧

に
つ
い
て
は
、

都
道

府
県

等
、

中
核
市

（
児

童
相
談
所
設
置
市

を
除

く
。

以
下
同
じ

。）
及

び
特
別
区
と
し

、
６

に
つ
い

て
は

、
都
道

府
県
等

、
中
核
市

、
施
行
時
特
例
市
及

び
特
別
区

と
し
、

８
か
ら

１
０
ま

で
に

つ
い
て

は
、
指
定
都
市

、
児
童
相
談
所
設
置
市
及

び
市
町
村

と
し

、
１
９

及
び
２

０
に

つ
い
て

は
、
都
道
府
県
等
及

び
児
童
相
談
所

を
設

置
す
る

計
画
を

有
す
る

市
（
特

別
区

を
含
む

。
）
（

１
９

に
関

し
て

市
が
行

う
事
務

を
他

の
地
方
公
共
団
体

（
一

部
事
務

組
合

）
に
処

理
さ
せ
る

場
合

、
当
該
地
方
公
共
団
体

を
含

む
。）

と
す
る
。
 

 
 
 

な
お
、

事
業
の

効
果
的

な
実

施
の
観

点
か
ら

、
外
部

へ
の

委
託
が

可
能
な

事
業
に
つ

い
て
は

、
適
切

な
者
又

は
団
体

を
選

定
し
、

事
業
自
体

を
外
部
委
託

す
る
こ
と
が
で
き

る
。

委
託

す
る

際
は
、

個
人
情

報
の

管
理
、

業
務
上
知

り
得

た
秘
密

の
保
持
等
を

厳
守

さ
せ
る
こ
と
に

十
分

留
意

す
る

こ
と
。
 

 第
３

 
事
業
内
容
 

以
下

の
１

か
ら

２
１
ま

で
の
事

業
か

ら
地
域

の
実
情

に
応
じ
て

選
択

し
て

実
施
す
る

も
の
と
す
る
。
 

１
 

児
童
虐
待
防
止
対
策

研
修

事
業
 

（
略

）
 

 ２
 

保
護
者
指
導
・
カ
ウ

ン
セ

リ
ン
グ

強
化

事
業

 
（

略
）

 
 

 
３

 
医
療
的
機
能
強
化
等

事
業

 
（
略

）
 

 
 

４
 

法
的
対
応
機
能
強
化

事
業

 
（
略

）
 

 ５
 

児
童
相
談
所
体
制
整

備
事

業
 
（

略
）
 

 ６
 

児
童
相
談
所
設
置
促

進
事

業
 
（

略
）
 

  
７

 
一
時
保
護
専
用
施

設
改

修
費
支

援
事

業
 

 
児

童
虐
待

防
止

対
策

支
援

事
業

実
施
要

綱
 

 第
１

 
目
的
 

（
略

）
 

 第
２

 
実
施
主
体
 

 
 
 
本
事
業

の
実
施
主

体
は

、
都

道
府

県
、
指
定

都
市

、
児

童
相
談

所
設

置
市
（

以
下
「
都

道
府
県
等
」
と
い

う
。
）
と
す

る
。
た
だ

し
、
第

３
に

定
め

る
事
業

の
う

ち
、
１
（

２
）

⑥
（

イ
及

び
ウ
を

除
く

。
）
及

び
⑦

、
３
（

２
）
①

、
１
３

、
１

５
並
び

に
１
７

に
つ

い
て
は

、
都
道
府

県
等

及
び
市

町
村

と
し
、

３
（
２

）
②
に

つ
い

て
は
、

都
道
府

県
及

び
指
定
都
市
と
し

、
１

（
２
）

⑧
に

つ
い
て

は
、
都

道
府
県

等
、

中
核
市

（
児
童

相
談

所
設
置
市

を
除

く
。
以

下
同
じ

。
）
及

び
特

別
区

と
し
、
６
に

つ
い
て

は
、
都

道
府

県
等

、
中
核
市

、
施
行
時

特
例

市
及
び

特
別

区
と
し

、
８
か

ら
１
０

ま
で

に
つ
い

て
は
、

指
定

都
市

、
児
童
相
談
所

設
置

市
及

び
市
町

村
と

す
る

。
 

 
 
 

な
お
、

事
業
の

効
果
的

な
実

施
の
観

点
か
ら

、
外
部

へ
の

委
託
が

可
能
な

事
業
に

つ
い
て
は

、
適
切

な
者
又

は
団
体

を
選

定
し
、

事
業
自

体
を
外

部
委

託
す
る

こ
と
が

で
き

る
。

委
託

す
る

際
は
、

個
人
情

報
の

管
理
、

業
務
上

知
り
得

た
秘

密
の
保

持
等
を

厳
守

さ
せ
る
こ
と
に

十
分

留
意

す
る

こ
と
。
 

     第
３

 
事
業
内
容
 

以
下

の
１

か
ら

２
０
ま

で
の
事

業
か

ら
地
域

の
実
情

に
応
じ

て
選

択
し
て

実
施
す

る
も
の
と
す
る
。
 

 
１

 
児
童
虐
待
防
止
対

策
研

修
事
業

 
（

略
）
 

  
２

 
保
護
者
指
導

・
カ

ウ
ン

セ
リ
ン

グ
強

化
事

業
 

 
 

 
３

 
医
療
的
機
能
強
化

等
事

業
 
（

略
）
 

 
 

 
４

 
法
的
対
応
機
能
強

化
事

業
 
（

略
）

 
 

 
５

 
児
童
相
談
所
体
制
整

備
事

業
 
（

略
）
 

  
６

 
児
童
相
談
所
設
置

促
進

事
業
 

（
略

）
 

  
７

 
賃
貸
物
件
に
よ
る

一
時

保
護
専

用
施

設
改

修
費

支
援

事
業
 

－295－
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（

１
）

趣
旨
 

 
 
 
 

一
時
保
護

を
行

う
際

は
、
一

人
一

人
の

子
ど

も
の

状
況
に

応
じ
て
、

一
時
保
護

の
目
的

を
達
成
す
る
た

め
に

適
し

た
環
境

が
選

択
さ
れ
る
こ
と
が

重
要

で
あ
り
、

そ
の

た
め
の
体
制
整

備
を

行
う

こ
と

が
必
要

で
あ

る
。

こ
の
た
め

、
一
時
保
護
所
に
お
い

て
必
要
な

定
員
設
定

・
整

備
を

行
う
ほ

か
、

一
時
保
護
専
用
施
設
等

の
委
託
一
時
保

護
を

活
用

す
る

等
に

よ
り

適
切

な
支
援

を
確

保
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

当
該

施
設
等
の

改
修
費
用

を
支

援
す

る
こ
と

に
よ

り
、

一
時
保
護
専
用
施
設
の

設
置
促
進

を
図

る
も
の
で

あ
る

。
 

 
（

２
）

事
業
内
容
 

 
 
 
 

「
児
童
養
護
施

設
等

に
お
け

る
一

時
保

護
児

童
の

受
入
体
制
の

整
備

に
つ
い
て

」
（

平
成

2
8
年

９
月

５
日

付
け
雇

児
発

0
9
05

第
２

号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等

・
児
童

家
庭
局
長
通
知

）
の

別
紙

「
一

時
保
護

実
施

特
別
加
算
費
実
施

要
綱

」
に
お
け
る
設

備
要
件
を

満
た
す
た

め
に

必
要

な
改
修

を
行

う
。

な
お

、
改
修

を
行

っ
て
い
る

期
間

に
お
い
て

生
じ
る
賃

借
料

に
つ

い
て
も

補
助

対
象

と
す
る
。

 
 

（
３
）

留
意
事
項
 

 
 
 
 

施
設
等
の

改
修

費
用

に
つ
い

て
、

次
世

代
育

成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金
等

の
 

対
象

と
な
る
も

の
に

つ
い

て
は

、
本
事

業
の

補
助
対
象
外
と
な
る
。
 

  
８

 
市
町
村
相
談
体
制

整
備

事
業
 

 
（

１
）

趣
旨
 

 
 
 
 

平
成

２
８

年
の

児
童

福
祉
法

改
正

に
お

い
て

、
基
礎
的
な

地
方
公
共
団
体

で
あ
る

市
町
村
は

、
子

ど
も

の
最

も
身

近
な
場

所
に

お
け
る
子

ど
も

及
び
妊
産
婦

の
福
祉
に

関
す
る
支
援
業

務
を

適
切

に
行

わ
な
け

れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
が

責
務

と
し
て
明
確
化

さ
れ
た
と
こ
ろ

で
あ

る
。
 

 
 
 
 

こ
れ
を
踏

ま
え

、
市

町
村
が

、
子

ど
も

と
そ

の
家
庭
及
び

妊
産
婦
等

を
対
象
に

、
実
情

の
把
握
、

子
ど

も
等

に
関

す
る
相

談
全

般
か
ら
通
所
・

在
宅
支
援
を

中
心

と
し

た
、

よ
り

専
門
的
な

相
談

対
応

や
必
要

な
調

査
、

訪
問
等
に
よ
る
継
続
的

な
ソ
ー
シ

ャ
ル
ワ
ー
ク
業
務
ま

で
を

行
う

た
め
に

必
要

な
体
制
の

整
備

を
図
る
も
の
で
あ
る
。
 

 
（

２
）

事
業
内
容
 

 
 
 
①

～
③

 
（

略
）

 
 

 
 
 
④

 
市
区
町
村
子

ど
も

家
庭
総

合
支

援
拠

点
機

能
強
化
事
業
 

 
 
 
 
 
支
援
拠
点
に

お
い

て
、
相

談
対

応
に

加
え

、
児
童
福
祉
法
第

６
条

の
３

第
３

項
に

規
定
す
る
子

育
て

短
期

支
援

事
業
及

び
同

条
第

７
項

に
規
定

す
る

一
時
預
か
り

事
業

、
母
子
保

健
法

（
母

子
保

健
法
の

一
部

を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
元
年
法
律

第
6
9
号

）
に

よ
る

改
正

後
の
母

子
保
健

法
）
第

1
7
条

の
２
に

規
定
す
る
産
後
ケ

ア
事
業
そ
の
他

の
子

育
て

支
援

に
関
す

る
事

業
（

支
援
拠
点

が
利
用
調
整

を
行

う
事
業

の
う
ち
、

子
ど

も
を

一
時

的
に
預

か
る
も
の
に
限

り
、

宿
泊
を

伴
う
も
の
を

含
む

。
以
下
「

子
育

て
支

援
事

業
」
と

い
う

。）
の
利
用
と
合

わ
せ
た

支
援

が
で

き
る
よ
う

、
相

談
者

及
び

子
育

て
支
援

事
業

を
行

う
者

と
必
要

な
調
整
を

行
い

、
相
談
者
に

対
す

る
支

援
を

行
う

。
 

 
（

３
）

実
施
方
法
 

 
 
 
①

～
②

 
（

略
）
 

 

 
（

１
）

趣
旨
 

 
 
 
 

一
時
保
護

を
行

う
際

は
、
一

人
一

人
の

子
ど

も
の

状
況
に

応
じ

て
、

一
時

保
護

の
目
的

を
達
成
す
る
た

め
に

適
し

た
環
境

が
選

択
さ

れ
る

こ
と

が
重
要

で
あ

り
、

そ
の

た
め
の
体
制
整

備
を

行
う

こ
と

が
必
要

で
あ

る
。

こ
の

た
め

、
一
時

保
護

所
に

お
い

て
必
要
な

定
員
設
定

・
整

備
を

行
う
ほ

か
、

一
時

保
護

専
用

施
設
等

の
委

託
一

時
保

護
を

活
用

す
る

等
に

よ
り

適
切

な
支
援

を
確

保
す

る
必

要
が

あ
る
こ

と
か

ら
、

賃
貸

物
件

を
活
用
し
た
際

の
改

修
費

用
を
支

援
す

る
こ

と
に

よ
り

、
一
時

保
護

専
用

施
設

の
設
置
促
進
を

図
る

も
の

で
あ

る
。
 

 
（

２
）

事
業
内
容
 

 
 
 
 

賃
貸
物
件

を
活

用
し

、
「
児

童
養

護
施

設
等

に
お
け

る
一
時

保
護

児
童

の
受

入
体

制
の

整
備

に
つ
い
て

」（
平
成

2
8
年

９
月

５
日

付
け

雇
児
発

0
9
05

第
２

号
厚

生
労

働
省
雇
用
均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通
知

）
の

別
紙

「
一

時
保

護
実
施

特
別

加
算

費
実

施
要
綱
」

に
お
け
る

設
備

要
件

を
満
た

す
た

め
に

必
要

な
改

修
を
行

う
。

な
お

、
改

修
を

行
っ
て
い

る
期

間
に

お
い

て
生
じ

る
賃

借
料

に
つ

い
て

も
補
助

対
象

と
す

る
。
 

 
 

    
８

 
市
町
村
相
談
体
制

整
備

事
業
 

 
（

１
）

趣
旨
 

 
 
 
 

平
成

２
８

年
の

児
童

福
祉
法

改
正

に
お

い
て

、
基

礎
的
な

地
方

公
共

団
体

で
あ

る
市
町
村
は

、
子

ど
も

の
最

も
身

近
な
場

所
に

お
け

る
子

ど
も

及
び
妊

産
婦

の
福

祉
に

関
す
る
支
援
業

務
を

適
切

に
行

わ
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

が
責
務

と
し

て
明

確
化

さ
れ
た
と
こ
ろ

で
あ

る
。
 

 
 
 
 

こ
れ
を
踏

ま
え

、
市

町
村
が

、
子

ど
も

と
そ

の
家

庭
及
び

妊
産

婦
等

を
対

象
に

、
実
情

の
把
握
、

子
ど

も
等

に
関

す
る
相

談
全

般
か

ら
通

所
・

在
宅
支

援
を

中
心

と
し

た
、

よ
り

専
門
的
な

相
談

対
応

や
必
要

な
調

査
、

訪
問

等
に

よ
る
継

続
的

な
ソ

ー
シ

ャ
ル
ワ
ー
ク
業
務
ま

で
を

行
う

た
め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

を
図
る

も
の

で
あ

る
。
 

 
（

２
）

事
業
内
容
 

 
 
 
①

～
③

 
（

略
）
 

 
 
 
④

 
市
区
町
村
子

ど
も

家
庭
総

合
支

援
拠

点
機

能
強

化
事
業
 

 
 
 
 
 
支
援
拠
点
に

お
い

て
、
相

談
対

応
に

加
え

、
児

童
福
祉

法
第

６
条

の
３

第
３

項
に

規
定
す
る
子

育
て

短
期

支
援

事
業
及

び
同

条
第

７
項

に
規

定
す
る

一
時

預
か

り
事
業

そ
の

他
の

子
育

て
支

援
に

関
す
る

事
業

（
支

援
拠

点
が

利
用
調

整
を

行
う

事
業

の
う
ち

、
子

ど
も

を
一

時
的

に
預
か

る
も

の
に

限
り

、
宿

泊
を
伴

う
も

の
を

含
む

。
以
下

「
子

育
て

支
援

事
業

」
と
い

う
。
）
の

利
用

と
合
わ

せ
た
支

援
が

で
き

る
よ
う
、

相
談

者
及

び
子

育
て

支
援
事

業
を

行
う

者
と

必
要

な
調
整

を
行

い
、

相
談
者

に
対

す
る

支
援

を
行

う
。

 
 

 
 

（
３

）
実
施
方
法
 

 
 
 
①

～
②

 
（

略
）
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③

 
市
区
町
村
子

ど
も

家
庭
総

合
支

援
拠

点
運

営
事
業
 

 
 
 
 

ア
 

基
本
分
 

 
 
 
 
 
 

「
市
区
町

村
子

ど
も
家

庭
総

合
支

援
拠
点
」

設
置
運
営
要
綱
（

平
成

２
９

年
３

月
３
１

日
付

雇
児

発
０

３
３

１
第
４

９
号

。
以
下
「

支
援
拠
点
設
置
運
営
要

綱
」

と
い
う
。
）
に

基
づ

く
支
援

拠
点
を

運
営

す
る
も
の
と
す
る

。
 

 
 
 
 
 
 

た
だ
し
、

支
援

拠
点
設

置
運

営
要

綱
６

の
（

３
）
及

び
別
紙
の

１
で

定
め
る

配
置
人
員
等
に

お
い

て
、
「
常
時

○
名
」

と
あ
る
の
は
、

開
所
時
間
帯

の
う
ち

週
休
日
・

夜
間

を
除

く
週

40
時

間
を
標

準
と
す
る

時
間
帯
に
お
い
て

配
置

す
る

必
要
が
あ
る

職
員

数
と

解
す

る
こ
と

が
で
き
る

。
 

 
 
 
 
 
 

な
お

、
小

規
模

Ａ
型
（

人
口

５
万

人
未
満
の

市
町
村

に
限

る
。
）
の

類
型
で

あ
る

市
町
村
に

お
い

て
は

、
子

育
て
世

代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
支
援
拠
点
を

兼
務

す
る

常
勤

職
員

が
い

る
場

合
に
限

り
、

勤
務
形
態

を
問

わ
ず
、

常
時

１
名

体
制

で
も

可
と

す
る

。
 

ま
た

、
小

規
模

Ｂ
型

以
上

の
類

型
か
つ

児
童
千
人
当
た
り
の

児
童
虐
待
相
談

対
応
件
数

が
全

国
平

均
を

上
回

る
市
町

村
（

支
援
拠
点

）
は

、
児
童
相
談
所
の

児
童
福
祉
司
の

配
置

基
準

の
算

定
を
準

用
し
た
算
式
（

支
援
拠
点
設
置
運
営
要

綱
別
紙
の

２
参

照
）

で
算

定
さ

れ
た
人

数
を

、
虐
待
対
応
専
門
員
の

類
型

ご
と

の
最
低
配

置
人

員
に

上
乗

せ
し

て
配
置

す
る

必
要

が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ

と
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
上

乗
せ
配

置
の

有
無

に
関

わ
ら
ず

、
基
礎
と
な
る

配
置
人
員

が
基

準
を

満
た

し
て

い
る
場

合
に
は
、

基
本
分
は

補
助
対
象
と
す
る

こ
と
が
で
き
る

。
最

低
配

置
人

員
を
超

え
て

虐
待
対
応
専
門
員

を
配
置
し
た
場

合
は

、
人
数
分

の
補

助
基

準
額

を
加
算

（
上
限
５

人
ま
で
）

す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

 
 
 
 

イ
～

オ
 

（
略

）
 

  
 
 
④

 
（

略
）
 

 
 

９
 
未
就
園
児
等
全
戸

訪
問

事
業
 

（
略

）
 

 
１
０

 
子
育
て

支
援
訪
問

事
業

 
（
略

）
 

 
 

 
１

１
 

一
時

保
護

機
能

強
化

事
業

 
（

略
）

 
 

 
 

１
２

 
官
・

民
連

携
強

化
事

業
 

（
１

）
趣
旨
 

都
道
府
県
等
（

児
童

相
談

所
）

が
要
保

護
性

の
高

い
困
難
事
例

に
対
応
し
て
い
く

た
め
に
は

、
児
童
相

談
所

の
体

制
の
強

化
を

図
る
と
と
も
に

、
民
間
団
体

と
の

連
携

の
強
化
を

図
っ
て
い

く
こ

と
も

必
要
で

あ
る

た
め

、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
等

の
民
間
団
体
を

活
用

し
た

取
組

を
行

う
も

の
と

す
る
。
 

（
２

）
事
業
内
容
 

①
 

民
間
団
体

委
託

推
進

事
業

 
都
道
府
県
等
は

、
児

童
相

談
所

の
業
務

の
一
部
を

委
託

す
る
た
め
、

地
域

に
お

い
て

児
童
虐
待

の
発

生
予

防
や

対
応
を

行
っ

て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
等

の
民
間
団
体

 
 
 
③

 
市
区
町
村
子

ど
も

家
庭
総

合
支

援
拠

点
運

営
事

業
 

 
 
 
 

ア
 

基
本
分
 

 
 
 
 
 
 

「
市
区
町

村
子

ど
も
家

庭
総

合
支

援
拠

点
」

設
置
運

営
要

綱
（

平
成

２
９

年
３

月
３
１

日
付

雇
児

発
０

３
３

１
第
４

９
号

。
以

下
「

支
援

拠
点
設

置
運

営
要

綱
」

と
い
う
。
）
に

基
づ

く
支
援

拠
点
を

運
営

す
る

も
の

と
す

る
。
 

 
 
 
 
 
 

た
だ
し
、

支
援

拠
点
設

置
運

営
要

綱
６

の
（

３
）
及

び
別

紙
の

１
で

定
め

る
配
置
人
員
等
に

お
い

て
、
「
常
時

○
名
」

と
あ

る
の

は
、

開
所

時
間
帯

の
う

ち
週
休
日
・

夜
間

を
除

く
週

40
時

間
を
標

準
と

す
る

時
間

帯
に

お
い
て

配
置

す
る

必
要
が
あ
る

職
員

数
と

解
す

る
こ
と

が
で

き
る

。
 

 
 
 
 
 
 
 

   
な
お

、
支

援
拠

点
設

置
運

営
要

綱
６
の

（
３

）
た

だ
し

書
き

の
と
お

り
、

小
規
模

Ｂ
型
以
上

の
類

型
か

つ
児

童
千
人

当
た

り
の

児
童

虐
待

相
談
対

応
件

数
が

全
国
平
均

を
上

回
る

市
町

村
（

支
援
拠

点
）

は
、

児
童

相
談

所
の
児

童
福

祉
司

の
配
置
基

準
の

算
定

を
準

用
し

た
算
式

（
支

援
拠

点
設

置
運

営
要
綱

別
紙

の
２

参
照

）
で

算
定

さ
れ

た
人

数
を

、
虐
待

対
応

専
門

員
の

類
型

ご
と
の

最
低

配
置

人
員

に
上
乗
せ

し
て

配
置

す
る

必
要
が

あ
る

こ
と

に
留

意
す

る
こ
と

。
 

 
 
 
 
 
 

ま
た

、
最

低
配

置
人
員

を
超

え
て

虐
待

対
応

専
門
員

を
配

置
し

た
場

合
は

、
人
数
分
の

補
助

基
準

額
を

加
算

（
上
限

５
人

ま
で

）
す

る
こ

と
が
で

き
る

。
 

  イ
～

オ
 

（
略

）
 

  
 
 
④

 
（

略
）
 

 
 

９
 
未
就
園
児
等
全
戸

訪
問

事
業
 

（
略

）
 

 
１
０

 
子
育
て

支
援
訪
問

事
業

 
（
略

）
 

 
 

 
１

１
 

一
時

保
護

機
能

強
化

事
業

 
（

略
）

 
 

１
２

 
官

・
民
連
携
強
化

事
業

 
（

１
）
趣
旨
 

都
道
府
県
等
（

児
童

相
談

所
）

が
要
保

護
性

の
高

い
困

難
事

例
に
対

応
し

て
い

く
た
め
に
は

、
児
童
相

談
所

の
体

制
の
強

化
を

図
る

と
と

も
に

、
民
間

団
体

と
の

連
携

の
強
化
を

図
っ
て
い

く
こ

と
も

必
要
で

あ
る

た
め

、
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人
等

の
民

間
団

体
を

活
用

し
た

取
組

を
行

う
も

の
と

す
る
。
 

（
２

）
事
業
内
容
 

①
 

民
間
団
体

委
託

推
進

事
業

 
都
道
府
県
等
は

、
児

童
相

談
所

の
業
務

の
一

部
を

委
託

す
る

た
め
、

地
域

に
お

い
て

児
童
虐
待

の
発

生
予

防
や

対
応
を

行
っ

て
い

る
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人
等

の
民

間
団

体
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の
調
査
を

行
う

と
と

も
に

、
外

部
有
識

者
等

を
含

め
た

会
議
体

を
設

け
、

委
託
先

の
適
否
を

判
断

す
る

た
め

の
検

討
を
行

う
。
 

②
 

民
間
団
体

活
動

推
進

事
業

 
都
道
府
県
等
は

、
民

間
団

体
と

連
携
し

、
子

ど
も
た
ち

本
人
及

び
保
護
者

か
ら

の
電
話
相
談
等

へ
の

対
応

、
職

員
の
研

修
、

保
護
者
指
導
、

親
子
関
係
再
構
築

の
取
組
等
を

実
施

す
る

。
 

③
 

民
間
団
体

育
成

事
業
 

都
道
府
県
等
は

、
児

童
相

談
所

が
行
う

保
護
者
指
導
や

安
全
確
認
な
ど
の

業
務

に
つ
い
て

受
託

す
る

こ
と

が
で

き
る
民

間
団
体
を

育
成

す
る
た
め
、

以
下

の
取
組

を
実
施
す
る
。
 

ア
 
民
間
団
体

へ
の

ア
ド

バ
イ
ザ

ー
の
派

遣
 

イ
 
先
駆
的
な

取
組

を
実

施
し
て

い
る
民

間
団
体
で
の
実
地
訓
練
 

ウ
 
そ
の

他
民

間
団

体
の

育
成
に

資
す
る

取
組
 

④
 

指
導

委
託

促
進

事
業

 
児

童
福

祉
法

第
2
7
条

第
１

項
第

３
号

又
は

同
条

第
２

項
に

基
づ

く
児

童
福

祉
施

設
等

へ
の

入
所

措
置

を
行

っ
た

子
ど

も
が

当
該

施
設

等
を

退
所

す
る

場
合

に
お

い
て

、
当

該
施

設
の

職
員

が
継

続
的

に
関

わ
る

こ
と

が
適

当
と

考
え

ら
れ

る
場

合
や

、
児

童
福

祉
施

設
等

に
通

所
し

て
い

る
子

ど
も

に
つ

い
て

、
当

該
施

設
等

の
職

員
が

家
庭

へ
の

支
援

を
行

う
こ

と
が

適
当

と
考

え
ら

れ
る

場
合

等
に

お
い

て
、

児
童

福
祉

法
第

2
6
条

第
１

項
第

２
号

に
基

づ
き

、
児

童
相

談
所

が
児

童
福

祉
施

設
等

に
保

護
者

等
へ

の
指

導
を

委
託

し
、

当
該

施
設

等
が

必
要

な
指

導
を

行
う

と
と

も
に

、
子

ど
も

や
保

護
者

の
状

況
等

を
定

期
的

に
児

童
相

談
所

に
報

告
を

行
う

。
 

（
３

）
留
意
事
項
 

（
２

）
④

の
指

導
委

託
促

進
事

業
に

つ
い

て
、

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
運

営
等
事
業

の
対
象
と

な
る

事
業

に
つ
い

て
は

、
本
事
業

の
補
助
対
象
外
と
な
る

。
 

 
１

３
 

評
価

・
検

証
委

員
会

設
置

促
進

事
業

 
（

略
）

 
 

１
４

 
未

成
年

後
見

人
支

援
事

業
 

（
略

）
 

  
１
５
 

児
童

の
安
全
確

認
等

の
た
め

の
体

制
強

化
事

業
 

（
略
）
 

 
 １

６
 

子
ど

も
の

権
利

擁
護

に
係

る
実

証
モ

デ
ル

事
業

 
 

（
１
）

趣
旨
 

 
 
 
 

子
ど
も
の

権
利

を
保

障
す
る

た
め

、
都

道
府
県
等

が
設
置

す
る

児
童
福
祉
審
議
会

等
を

活
用

し
た

子
ど

も
の

意
見

表
明
及

び
関

係
機
関
の

申
立

・
申
し

出
の

仕
組

み
を

構
築

す
る
こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

 
（

２
）

実
施
方
法
 

 
 
 
 

「
児
童
福
祉
審

議
会

を
活
用

し
た

子
ど

も
権

利
擁
護
対
応

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

～
都
道

府
県

・
政
令
指

定
都

市
・

児
童

相
談
所

設
置

市
向

け
～
」（

平
成

30
年
度
子
ど
も
・

子
育

て
支
援
推

進
調

査
研

究
事

業
「
子

ど
も

の
権
利
擁
護
に

新
た
に

取
り

組
む

自
治

体
に
と
っ
て
参
考
と

な
る

ガ
イ

ド
ラ
イ

ン
に

関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
（

三
菱

Ｕ
Ｆ

の
調
査
を

行
う

と
と

も
に

、
外

部
有
識

者
等

を
含

め
た

会
議

体
を
設

け
、

委
託

先
の

適
否
を

判
断

す
る

た
め

の
検

討
を
行

う
。
 

②
 

民
間
団
体

活
動

推
進

事
業

 
都
道
府
県
等
は

、
民

間
団

体
と

連
携
し

、
子

ど
も

た
ち

本
人

及
び
保

護
者

か
ら

の
電
話
相
談
等

へ
の

対
応

、
職

員
の
研

修
、

保
護

者
指

導
、

親
子
関

係
再

構
築

の
取
組
等
を

実
施

す
る

。
 

③
 

民
間
団
体

育
成

事
業
 

都
道
府
県
等
は

、
児

童
相

談
所

が
行
う

保
護

者
指

導
や

安
全

確
認
な

ど
の

業
務

に
つ
い
て

受
託

す
る

こ
と

が
で

き
る
民

間
団

体
を

育
成

す
る

た
め
、

以
下

の
取

組
を

実
施
す
る
。
 

ア
 
民
間
団
体

へ
の

ア
ド

バ
イ
ザ

ー
の
派

遣
 

イ
 
先
駆
的
な

取
組

を
実

施
し
て

い
る
民

間
団

体
で

の
実

地
訓

練
 

ウ
 
そ
の

他
民
間
団

体
の

育
成
に

資
す
る

取
組
 

              
１

３
 

評
価

・
検

証
委

員
会

設
置

促
進

事
業

 
（

略
）

 
 

１
４

 
未

成
年

後
見

人
支

援
事

業
 

（
略

）
 

  
１
５
 

児
童

の
安
全
確

認
等

の
た
め

の
体

制
強

化
事

業
 

（
略
）
 

 
 １

６
 

子
ど

も
の

権
利

擁
護

に
係

る
実

証
モ

デ
ル

事
業

 
 

（
１
）

趣
旨
 

 
 
 
 

子
ど
も
の

権
利

を
保

障
す
る

た
め

、
都

道
府

県
等

が
設
置

す
る

児
童

福
祉

審
議

会
等

を
活
用

し
た

子
ど

も
の

意
見

表
明
及

び
関

係
機

関
の

申
立

・
申
し

出
の

仕
組

み
を

構
築

す
る
こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

 
（

２
）

実
施
方
法
 

 
 
 
 

「
児
童
福
祉
審

議
会

を
活
用

し
た

子
ど

も
権

利
擁

護
対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

～
都

道
府
県

・
政
令
指

定
都

市
・

児
童

相
談
所

設
置

市
向

け
～

」（
平

成
30

年
度

子
ど

も
・

子
育

て
支
援
推

進
調

査
研

究
事

業
「
子

ど
も

の
権

利
擁

護
に

新
た
に

取
り

組
む

自
治

体
に
と
っ
て
参
考
と

な
る

ガ
イ

ド
ラ
イ

ン
に

関
す

る
調

査
研

究
報
告

書
（

三
菱

Ｕ
Ｆ
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Ｊ
リ
サ
ー
チ
＆

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ
）
）
等

を
踏

ま
え

、
子
ど
も
に
対

し
、

電
話

や
ハ
ガ
キ
に
よ
る

相
談

、
第

三
者

の
訪
問

に
よ

る
聴
取
等

の
方
法

に
よ
り
、

子
ど
も
の

意
見
表
明

を
受

け
止

め
る

体
制

を
構
築

し
、

そ
の

評
価

を
行

う
。
 

 
 
 
 

事
業
実
施
後
、

子
ど

も
の
権

利
擁

護
に

係
る

体
制
構
築
に

関
す
る
報
告
書

を
作
成

し
、

振
り

返
り
を
行

う
。
 

  
１

７
 

虐
待

防
止

の
た

め
の

情
報

共
有

シ
ス

テ
ム

構
築

事
業

 
（

略
）

 
  

１
８

 
児

童
虐

待
防

止
の

た
め

の
広

報
啓

発
等

事
業

 
（

略
）

 
  

１
９

 
児

童
福

祉
司

等
専

門
職

採
用

活
動

支
援

事
業

 
（

略
）

 
 

２
０

 
児

童
福

祉
司

任
用

資
格

取
得

支
援

事
業

 
（

１
）
趣
旨
 

 
 
 
 

児
童
相
談
所
の

体
制

強
化
を

進
め

る
た

め
、

児
童
福
祉
法
第

1
3
条
第
３

項
第
１

号
に

規
定

す
る

課
程

の
修

了
に

よ
り
児

童
福

祉
司

の
任
用
資
格

を
取
得
す
る
こ
と
を

支
援

し
、

更
な
る
人

材
確

保
を

推
進
す

る
。
 

 
（

２
）

実
施
方
法
 

 
 
 
 

児
童
福
祉
法
第

13
条

第
３
項

第
１

号
の

規
定

に
基

づ
き
実
施
さ
れ
る

課
程

（
通

信
課
程
）

の
受
講
者

に
対

し
、

自
治
体

が
受

講
料

や
旅
費
等

の
受
講

に
必
要
な

費
用

の
負
担
を

行
う

場
合

、
当

該
費

用
へ
の

補
助

を
行

う
。

本
事
業

の
補
助
対
象
は

、
原

則
と
し
て

、
当
該
課

程
を

修
了

す
る
年

度
又

は
そ
の
翌
年
度

に
お
い
て
、

児
童
相
談

所
に

児
童
福
祉

司
と

し
て

配
置

さ
れ
る

者
と

す
る
が
、

や
む
を

得
な
い
事
情
に
よ

り
、

児
童
相
談

所
へ

の
配

置
が

困
難
と

な
っ

た
場
合
や

、
当
該
課
程

を
修
了
で
き
な

く
な
っ
た

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
は
な

い
。
 

  
２

１
 

虐
待

・
思

春
期

問
題

情
報

研
修

セ
ン

タ
ー

事
業

 
 

（
１

）
趣

旨
 

 
 

 
 

虐
待

・
思

春
期

問
題

情
報

研
修

セ
ン

タ
ー

（
以

下
「

研
修

セ
ン

タ
ー

」
と

い
う

。
）

は
、

深
刻

化
す

る
児

童
虐

待
問

題
や

非
行

等
の

思
春

期
問

題
へ

の
対

策
の

一
環

と
し

て
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
等

を
利

用
し

た
情

報
の

収
集

・
提

供
、

児
童

相
談

所
や

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

な
ど

の
専

門
機

関
か

ら
の

電
話

等
に

よ
る

専
門

的
な

相
談

、
虐

待
問

題
等

対
応

機
関

職
員

の
研

修
及

び
児

童
福

祉
施

設
に

お
け

る
臨

床
研

究
と

連
携

し
た

研
究

な
ど

を
通

じ
て

、
関

係
機

関
の

専
門

性
の

向
上

を
図

る
。

 
 

（
２

）
研

修
セ

ン
タ

ー
の

運
営

主
体

 
 

 
 

 
社

会
福

祉
法

人
横

浜
博

萌
会

及
び

一
般

財
団

法
人

あ
か

し
こ

ど
も

財
団

と
す

る
。

 
 

（
３

）
事

業
内

容
 

 
 

 
 

研
修

セ
ン

タ
ー

は
以

下
に

掲
げ

る
事

業
を

実
施

す
る

。
た

だ
し

、
一

般
財

団
法

人
あ

か
し

こ
ど

も
財

団
が

運
営

す
る

研
修

セ
ン

タ
ー

は
、

②
及

び
③

の
事

業
の

み
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

当
分

の
間

、
一

般
財

団
法

人
あ

か
し

こ
ど

も
財

団
が

運
営

す
る

研
修

セ
ン

タ
ー

が
実

施
す

る
事

業
の

一
部

を

Ｊ
リ
サ
ー
チ
＆

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ
）
）
を

踏
ま

え
、

子
ど
も

に
対
し

、
電

話
や

ハ
ガ
キ

に
よ
る
相
談
、

第
三

者
の

訪
問
に

よ
る

聴
取

等
の

方
法

に
よ
り

、
子

ど
も

の
意

見
表
明
を

受
け

止
め

る
体

制
を

構
築
し

、
そ

の
評

価
を

行
う

。
 

 
 
 
 

事
業
実
施
後
、

子
ど

も
の
権

利
擁

護
に

係
る

体
制

構
築
に

関
す

る
報

告
書

を
作

成
し

、
振
り

返
り
を
行

う
。
 

  
１

７
 

虐
待

防
止

の
た

め
の

情
報

共
有

シ
ス

テ
ム

構
築

事
業

 
（

略
）

 
  

１
８

 
児

童
虐

待
防

止
の

た
め

の
広

報
啓

発
等

事
業

 
（

略
）

 
  

１
９

 
児

童
福

祉
司

等
専

門
職

採
用

活
動

支
援

事
業

 
（

略
）

 
                

２
０

 
虐

待
・

思
春

期
問

題
情

報
研

修
セ

ン
タ

ー
事

業
 

 
（

１
）

趣
旨

 
 

 
 

 
虐

待
・

思
春

期
問

題
情

報
研

修
セ

ン
タ

ー
（

以
下

「
研

修
セ

ン
タ

ー
」

と
い

う
。

）
は

、
深

刻
化

す
る

児
童

虐
待

問
題

や
非

行
等

の
思

春
期

問
題

へ
の

対
策

の
一

環
と

し
て

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

等
を

利
用

し
た

情
報

の
収

集
・

提
供

、
児

童
相

談
所

や
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
な

ど
の

専
門

機
関

か
ら

の
電

話
等

に
よ

る
専

門
的

な
相

談
、

虐
待

問
題

等
対

応
機

関
職

員
の

研
修

及
び

児
童

福
祉

施
設

に
お

け
る

臨
床

研
究

と
連

携
し

た
研

究
な

ど
を

通
じ

て
、

関
係

機
関

の
専

門
性

の
向

上
を

図
る

。
 

 
（

２
）

研
修

セ
ン

タ
ー

の
運

営
主

体
 

 
 

 
 

社
会

福
祉

法
人

横
浜

博
萌

会
及

び
一

般
財

団
法

人
あ

か
し

こ
ど

も
財

団
と

す
る

。
 

 
（

３
）

事
業

内
容

 
 

 
 

 
研

修
セ

ン
タ

ー
は

以
下

に
掲

げ
る

事
業

を
実

施
す

る
。

た
だ

し
、

一
般

財
団

法
人

あ
か

し
こ

ど
も

財
団

が
運

営
す

る
研

修
セ

ン
タ

ー
は

、
②

及
び

③
の

事
業

の
み

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。

な
お

、
当

分
の

間
、

一
般

財
団

法
人

あ
か

し
こ

ど
も

財
団

が
運

営
す

る
研

修
セ

ン
タ

ー
が

実
施

す
る

事
業

の
一

部
を
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明
石

市
が

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

 
①

 
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

等
を

利
用

し
た

児
童

虐
待

及
び

非
行

等
の

思
春

期
問

 
題

（
以
下

「
虐

待
問

題
等

」
と

い
う
。
）
に

関
す
る
情
報
の
収
集

・
提
供
 

 
 

 
②

 
児

童
相

談
所

や
市

町
村

な
ど

の
専

門
機

関
か

ら
虐

待
問

題
等

に
関

す
る

専
門

的
な

相
談

へ
の

対
応

 
 

 
 

③
 

児
童

虐
待

対
応

機
関

職
員

等
を

対
象

と
し

た
研

修
の

実
施

 
 

 
 

④
 

児
童

福
祉

施
設

で
の

臨
床

研
究

と
連

携
し

た
研

究
 

⑤
 

要
保

護
児

童
等

に
関

す
る

情
報

共
有

シ
ス

テ
ム

の
整

備
 

⑥
 

都
道

府
県

間
に

お
け

る
児

童
相

談
所

へ
の

職
員

の
派

遣
に

関
す

る
連

絡
 

調
整

（
マ

ッ
チ

ン
グ

支
援

）
 

⑦
 

そ
の

他
、

必
要

と
認

め
ら

れ
る

事
業

 
 

（
４

）
運

営
方

法
 

 
 

 
①

 
研

修
セ

ン
タ

ー
に

は
、

事
業

を
統

括
す

る
者

を
は

じ
め

と
す

る
事

業
の

運
営

に
必

要
な

職
員

を
置

く
も

の
と

す
る

。
な

お
、

事
業

を
適

正
か

つ
円

滑
に

実
施

す
る

た
め

、
児

童
虐

待
問

題
や

児
童

福
祉

に
関

し
て

知
識

を
有

す
る

職
員

を
配

置
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
②

 
研

修
セ

ン
タ

ー
は

、
事

業
を

円
滑

か
つ

効
果

的
に

実
施

す
る

た
め

、
学

識
経

験
者

、
所

在
地

の
市

（
横

浜
市

又
は

明
石

市
）

、
虐

待
問

題
等

対
応

機
関

関
係

者
、

研
究

者
等

か
ら

構
成

さ
れ

る
運

営
委

員
会

を
設

置
し

、
研

修
セ

ン
タ

ー
の

事
業

計
画

の
検

討
及

び
事

業
実

施
上

の
諸

問
題

に
つ

い
て

協
議

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
 

 第
４

 
国

の
助

成
 

 
 

 
国

は
、

都
道

府
県

等
又

は
市

町
村

が
こ

の
事

業
の

た
め

に
支

出
し

た
費

用
を

、
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

補
助

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 

明
石

市
が

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

 
①

 
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

等
を

利
用

し
た

児
童

虐
待

及
び

非
行

等
の

思
春

期
問

 
題

（
以
下

「
虐

待
問

題
等

」
と

い
う
。
）
に

関
す

る
情

報
の
収

集
・
提

供
 

 
 

 
②

 
児

童
相

談
所

や
市

町
村

な
ど

の
専

門
機

関
か

ら
虐

待
問

題
等

に
関

す
る

専
門

的
な

相
談

へ
の

対
応

 
 

 
 

③
 

児
童

虐
待

対
応

機
関

職
員

等
を

対
象

と
し

た
研

修
の

実
施

 
 

 
 

④
 

児
童

福
祉

施
設

で
の

臨
床

研
究

と
連

携
し

た
研

究
 

⑤
 

要
保

護
児

童
等

に
関

す
る

情
報

共
有

シ
ス

テ
ム

の
整

備
 

  ⑥
 

そ
の

他
、

必
要

と
認

め
ら

れ
る

事
業

 
 

（
４

）
運

営
方

法
 

 
 

 
①

 
研

修
セ

ン
タ

ー
に

は
、

事
業

を
統

括
す

る
者

を
は

じ
め

と
す

る
事

業
の

運
営

に
必

要
な

職
員

を
置

く
も

の
と

す
る

。
な

お
、

事
業

を
適

正
か

つ
円

滑
に

実
施

す
る

た
め

、
児

童
虐

待
問

題
や

児
童

福
祉

に
関

し
て

知
識

を
有

す
る

職
員

を
配

置
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
②

 
研

修
セ

ン
タ

ー
は

、
事

業
を

円
滑

か
つ

効
果

的
に

実
施

す
る

た
め

、
学

識
経

験
者

、
所

在
地

の
市

（
横

浜
市

又
は

明
石

市
）

、
虐

待
問

題
等

対
応

機
関

関
係

者
、

研
究

者
等

か
ら

構
成

さ
れ

る
運

営
委

員
会

を
設

置
し

、
研

修
セ

ン
タ

ー
の

事
業

計
画

の
検

討
及

び
事

業
実

施
上

の
諸

問
題

に
つ

い
て

協
議

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
 

 第
４

 
国

の
助

成
 

 
 

 
国

は
、
都

道
府

県
等

又
は

市
町

村
が

こ
の

事
業

の
た

め
に

支
出

し
た

費
用

を
、

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
補

助
す

る
も

の
と

す
る

。
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